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◆地区の現況
　地区の面積は、約３.０ｈaあり、三菱製紙中川工
場の跡地である、区のまちづくり用地を含んでいま
す。従前の建物利用状況としては、自動車教習所が
大きく占める他、店舗・事務所により地域商店街が
構成されています。周辺地域を含め、空き店舗や低
未利用地が目立ち、地域の活力が低下しつつありま
す。また、当地区東側に位置する理科大学通りは、
新宿地域の開発により歩行者・自転車が増加し、歩
道が狭いため、歩行者等の安全性に課題があります。

◆地域の概要
　金町地域は、明治３０年にＪＲ金町駅、大正
２年に京成金町駅が開設され、古くからＪＲと
京成線の２駅２路線が利用できる鉄道交通の利
便性の高い地域です。金町駅の西側に位置する
中川沿いには三菱製紙中川工場が大正６年に建
設され、金町駅周辺も発展してきました。
　しかしながら、中川工場が平成１５年に閉鎖
され、駅周辺の地域人口が徐々に減少し、大規
模な工場跡地を活用した街づくりの検討が求め
られるようになりました。

◆事業の目的
　上記のような、当該地区における課題やニーズを踏まえ、土地の高度利用を図りつつ、建物更新によ
る防災性の向上、および良好な住環境と魅力的な商業環境を整えた複合市街地を形成するため、第一種
市街地再開発事業を施行いたします。
　周囲の特性や環境等に配慮しつつ、既存の道路に面したオープンスペースの創出を行い、地域の核と
なる、皆様に愛される施設づくりを目指していきます。

　工場跡地には、平成２５年に東京理科大学が誘致され、あわせて民間の大規模住宅開発も進められて
きています。当地区は、金町駅から東京理科大学を結ぶ交通動線に沿う位置にあり、既存道路の新たな
整備が求められている地区でもあります。



主要区画道路1号（理科大学通り） 歩道状空地1号区画道路1号 歩道状空地2号

区画道路2号 歩道状空地3号 広場1号（約640㎡） 広場2号（約200㎡）

区 分 ・ 名 称 備考

道路

・一部拡幅
幅員11.0ｍ
整備後：16.0m]

・一部拡幅
幅員7.2～14.7ｍ
[整備後：10.3～14.7 m]

・一部拡幅
幅員6.0ｍ
[整備後：6.0～9.5m]

広場
・新設 約640㎡

・新設 約200㎡

その他
の公共
施設

・新設 4.0m

・新設 4.0m

主要区画道路1号
特別区道葛新400号

区画道路1号
特別区道葛358号

区画道路2号
特別区道葛新265号

広場1号

広場2号

歩道状空地1号

歩道状空地2号

歩道状空地3号 ・新設 4.0m

・当地区の北西側に位置する区画道路である。
・本事業においては、未整備となっている箇所に歩道を整備
　し、さらに歩道状空地（4ｍ）を設けることで、歩行者の
　安全性・快適性を向上させる。

・駅前広場から西側に通じる区画道路で、交通量の多い道路
　である。
・本事業において、施行区域内にて現況2.25ｍの歩道を拡幅
　整備し、さらに歩道状空地（4ｍ）を設けることで、歩行者
　の安全性・快適性を向上させる。

・当地区の西側に位置する幅員6ｍの
　道路であり、一部拡幅整備(9.5ｍ）
　し、さらに歩道状空地（4ｍ）を　
　設けることで、歩行者の安全性・　
　快適性を向上させる。

・エリアマネジメントにおけるイベント
　の活用や、災害時の活用など、地域の
　拠点として整備する。
・イベント等にも活用できるしつらえと
　し、地域の顔となるように計画する。

・隣接する低層住宅エリアと接する交
　差点部分に広場を整備し、にぎわい
　や憩いの場として活用する。

◆まちづくりのコンセプト

◆公共施設等整備計画

当地区における立地特性や周辺環境、地域の課題、金町駅周辺
地区まちづくりプラン（案）に係るアンケート結果等をふまえ、
まちづくりの方向性として、「居住環境の向上、利便性を活かし
たまちづくり」、及び「金町駅北口の魅力向上」を目指します。

東金町一丁目西地区市街地再開発組合
住所：〒125-0041 東京都葛飾区東金町１丁目１７－２　金井田ビル２階

お問合先：組合事務局　０３－５８７６－５９６０
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平成２５年 １２月　まちづくり勉強会の設立
平成２６年　 ７月　東金町一丁目西地区再開発協議会の設立
平成２８年　 ２月　東金町一丁目西地区まちづくり基本構想の策定
　　　　　　 ３月　東金町一丁目西地区再開発準備組合の設立                                
　　　　　　 ６月　事業協力者の選定 ( ㈱三菱地所レジデンス、㈱三井不動産レジデンシャル）
平成２９年　 ３月　商業計画検討パートナーの選定（㈱三菱地所）　　　
令和　元年 １１月　都市計画決定（葛飾区決定）
令和　２年     ７月　環境影響評価書　公示
 　　　　　１２月　特定業務代行者との協定締結（㈱フジタ）
令和　３年　 ４月　組合設立認可
令和　４年　 ８月　権利変換計画認可

◆この事業に関するお問い合わせ◆

◆これまでの経緯

◆今後のスケジュール

◆段階的な施工計画について
　市街地再開発事業の円滑な推進のた
め、当地区では区のまちづくり用地を活
用し、２段階に分けた工事を計画してお
ります。
　Ⅰ期工事において、区のまちづくり用
地等からなる敷地の部分に低層部（商業
施設の一部および自動車教習所）を建設
し、先行して営業を開始します。その後、
既存建物の解体工事を行い、Ⅱ期工事に
おいて、高層部（住宅棟）、商業施設、
および公共施設を建設します。

令和４年１０月
令和     ７年５月Ⅰ期先行オープン
　　　　　　　  既存建物解体工事
令和     ８年度　Ⅱ期工事着手
令和 １２年度    Ⅱ期オープン
令和 １３年度　 組合解散

Ⅰ期工事着手

Ⅰ期
Ⅱ期



■施設計画の概要

■建ぺい率及び容積率等

■断面構成図■断面構成図

■まちの憩いの場
としての広場

■地域の顔となる
広場

■

◆施設建築物の設計方針
　子育て世代からシニア世代まで多くの世代にわたる居住者が交流できる良質な居住環境および、日常
の利便性や生活を向上させる生活サービス機能からなる複合建築物を整備します。さらに、周辺道路や
地区との連続性を補完し地域の回遊性を促進するため、地区施設として広場や歩道状空地の整備により
歩行者ネットワークを形成し、魅力ある都市環境の創出を図っていきます。

■地域の顔となる広場
　エリアマネジメントにおけるイベントの活用や、災害時の活用など、地域の拠点
として整備します。

■施設建築物の構成
施設建築物について、低層部に商業、高層部に住宅（約900戸）をそれぞれ配置
し、低層部４階には、区民事務所やバンケットホール等の公共施設を計画します。
また、低層部の屋上には、自動車教習所を再整備する予定としております。

■まちの憩いの場としての広場
隣接する低層住宅エリアと接する交差点部分に広場を整備し、にぎわいや憩いの
場として活用します。

■地域の顔となる■地域の顔となる
広場

■まちの
とし

■まちの憩いの場
としての広場

■地域の顔となる
広場
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